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原子力利用に関する基本的考え方（令和４年１２月２３日原子力委員会パブリックコメント）

（２）原子力発電所及び研究開発機関及び大学等における原子力施
設の廃止措置

我が国における原発の廃止措置を着実かつ効率的に進めていくため
には、廃止措置に関する 知見・ノウハウの蓄積・共有を図るための産業

大での連携の促進や、廃止措置に必要な資金を着実に確保・支弁する
ための体制を整備することが必要である。（中略）

原発やその他の原子力施設の廃止措置を進めるに当たっては、原子
力関係事業者、国及び研究開発機関等は、既存技術を適切に利用しつ
つ、廃止対象施設の設計・建設・運転・保守点検に 基づく施設に特有の

知見と経験や、国内外の他の施設の廃止措置で蓄積された経験を総動
員し て活用していく必要がある。 （後略）

３．４ 国際協力の下で原子力の平和利用及び核不拡散・核セキュリ
ティ等の確保を進める
＜重点的取組＞

利用実態がなく保管だけされている放射性物質が全国の多くの民間又
は公的な事業所等に分散して存在しており、法令上の管理下にない放射
性物質が発見される例も多数あること から、安全上及び核物質防護上の
リスクの顕在化が懸念される。これらのリスクを低減させるため、 このよう

な放射性物質の集約管理を実現するための具体的な方策について、関
係行政機関及び ＪＡＥＡ等が連携協力して必要な検討をすべきである

３．６ 廃止措置及び放射性廃棄物の対応を着実に進める
＜基本目標＞

東電福島第一原発事故以降、多くの原発や研究施設が廃止を決定し、
これらの廃止措置が今後本格的に始まることが想定されるため、放射性
廃棄物の処理・処分を含め廃止措置を計画性をもって、着実かつ効率的
に進める。

放射性廃棄物は、現世代が享受した原子力による便益の代償として実
際に存在していることに鑑み、現世代の責任として、原子力関係事業者
等は、その処理・処分を着実に進める。また、処分場確保に向けて、発生
者責任の原則のもと、原子力関係事業者等の取組が着実に進むよう、
国としても関与していくべきである。

（３）現世代の責任による放射性廃棄物の処理・処分の着実な実施

（前略）低レベル放射性廃棄物については、一部の原子力関係事業者

や研究開発機関等に保管容量の逼迫も見られる中、今後本格化する原
発や研究開発施設等の廃止措置等を円滑に進めるに当たっては、必要
な処分場の確保、クリアランス制度を活用した再利用の促進による廃棄
物の最小化などが必要である。特に、クリアランスされたものの再利用
を進めることは、廃止措置の円滑化や資源の有効活用の観点から望ま
しく、さらなる再利用先の拡大を推進するとともにクリアランス制度の社
会定着に向けた取組を加速することが期待される。また、これらの前提
としての国民や住民の理解の醸成等が喫緊の課題である。
これらの課題に適切に対応するためには、原子力委員会が2021年に
公表した「低レベル放射性廃棄物に関する処理・処分に向けた考え方(
見解)」に基づき、発生者責任の原則の下、放射性廃棄物を発生させた

原子力関係事業者等が一層主体的かつ積極的に取り組むこと、廃棄物
最小化の原則の下、焼却などの手段によって放射性廃棄物の量を最小
化すること、リスクに応じて適切な区分ごとに合理的な処理・処分を推進
することが必要である。また、処分事業を実施する前に様々なシナリオ
を想定し、埋設施設の管理期間中及び管理期間終了後に公衆が受ける
被ばく線量を評価し、その結果を国民や住民に公開し、説明するなど、
コミュニケーションを図り、理解の醸成に向けた取組を進めるべきである
。なお、原子力関係事業者等は、懸念事項のある場合には規制当局と
積極的に意見交換を行い、早期に双方が納得できる体制を構築すべき
である。その際、廃止措置・放射性廃棄物連携プラットフォーム（仮称）な
どの取組を通じて、原子力施設毎の各種放射性廃棄物の保有量・見込
量を比較可能な形で公表するとともに、その保管・処理・処分状況を一
元的に把握し総合的な施策を推進するための仕組みを構築するなど、
将来見通しを含めた透明性の確保や全体的な進捗管理に努めることが
重要である。特に、処分場の確保に向けた、原子力関係事業者や研究
開発機関の取組については、発生者責任の原則の下、取組が着実に進
むよう、国としても関与していくべきである。 （後略）

別添１

別添２

パブリック･コメントより抜粋

別添３
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（別添１）
最終処分関係閣僚会議

資料より抜粋
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（別添２）
廃炉等円滑化WG

中間整理（R.4.11.28）
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低レベル放射性廃棄物等の処理･処分に関する考え方について（見解）（令和３年１２月２８日原子力委員会）①

３．低レベル放射性廃棄物の処理・処分に当たっての基本的な考え
方

（１）現世代の責任
平成 29 年７月に原子力委員会が決定した「原子力利用に関する
基本的考え方」において、「放射性廃棄物の処理・処分に当たって
は、原子力利用による便益を享受し放射性廃棄物を発生させた現
世代の責任として、その処分を確実に進め、将来世代に負担を先
送りしないとの認識を持つことが不可欠である。」と明記している。こ
の認識について、原子力に関わる全ての関係者を含む現世代の間
で改めて共有する必要がある。

（２）国際的な考え方の再認識
国際条約である「使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に
関する条約（廃棄物等合同条約）」では、放射性廃棄物管理の責任
は許可を受けた者が負うこと、関係する機関の責任分担を明確化
すること、放射性廃棄物の発生は実行可能な限り最小限とすること
、社会的・経済的な要因を考慮し公衆がさらされる放射線量が合理
的に達成可能な限り低く維持されること、安全に関する情報を公衆
が利用可能なものにする こと等と規定されている。また、国際原子
力機関の「基本安全原則」及び一般安全要件 GSR Part5「放射性
廃棄物の処分前管理」では、放射性廃棄物の責任を明確に割り当
てること、放射性廃棄物の発生は実行可能な限り最小限にすること
、放射性廃棄物管理は社会的経済的要因を含む様々な要因を考
慮すること等を関係機関に求めている。 これらを踏まえ、欧米諸国
では、以下のような共通的な考え方の下、低レベル放射性廃棄物
の処理・処分を合理的に進める先行例が多い。
①放射性廃棄物の管理及び処分に係る責任は、発生者が有する。
②放射性廃棄物の発生は、実現可能な限り最小限にする。
③放射性廃棄物の管理は、経済性・社会性を考慮し、合理的な手
法を用いて方策を行う。
④放射性廃棄物管理に関する公衆への情報提供を行う。我が国
においても、関連する国際条約等に記載されている国際的な考え方
を再認識 しながら放射性廃棄物の処理･処分を行う必要がある。

（３）処理・処分に当たって前提とすべき４つの原則
①発生者責任の原則
放射性廃棄物の発生者は、これを安全に処理・処分する責任を有
する。 ただし、発生者と放射性廃棄物処理・処分実施者（廃棄事業
者）が異なる場合には、「汚染者負担の原則」を踏まえつつ、法令
上の規定に照らし、それぞれの責任を明確にして処理・処分を進
める必要がある。国は、この責任が果たされるよう適切な関与を
行う必要がある。

②廃棄物最小化の原則廃棄物の管理や処理・処分においては、
安全性の確保を第一に考えた上で、その環境影響を抑制するた
めには、まず廃止措置等における廃棄物の発生を極力防止し、放
射性物質の量と体積の両面から発生量を最小化する必要がある。
その際、金属等の廃棄物については、その廃棄物の放射能の測定
・評価及びその結果に基づく適切な分類を行うことにより、放射性
物質によって汚染されていない資材等は再利用を促進し、安全基
準を下回り法令上放射性廃棄物として扱う必要のない廃棄物は欧
州で既に多くの実績が積み重ねられているようにクリアランス制度
を活用して再利用を促進することが望ましい。こうした取組により廃
棄物を最小化し、残った放射性廃棄物は処分場で処分することが
適切である。なお、このような廃棄物最小化の原則は、持続可能な
リサイクル型の社会を目指す方向性とも合致している。

③合理的な処理・処分の原則
原子力関連施設等から発生する放射性廃棄物は多種多様である
。それらの処理・処分に当たっては、安全性の確保を大前提としつ
つ、廃棄物の放射能の測定・評価の実施及びその結果に基づく適
切な分類により、放射性廃棄物のリスクに応じた適切な区分ごと
に費用対効果を考慮しながら合理的な処理・処分を行う必要があ
る。 その際、放射性廃棄物の性状に応じて一元的や一体的に処
理・処分を行うことが効率的かつ効果的であると考えられる場合に
は、このことを念頭に取り組む必要がある。

（別添３）
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４．低レベル放射性廃棄物等の処理・処分に当たって留意すべき事
項（横断的事項）

（１）安全性評価の公開
低レベル放射性廃棄物の処分に当たっては、安全性の確保が大前
提である。そのためには、処分を担当する事業者が、事業の実施前
に、様々なシナリオを想定して、埋設施設の管理期間中及び管理
期間終了後に公衆が受ける放射線被ばく線量を評価し、 その結果
を国民や地元に公開し、説明していくことが求められる。また、事業
開始後も、新たな知見等に基づき、絶えず安全性評価の検証を行
い、その結果を公開してい くことが重要である。

（２）放射性物質による汚染状況に応じた廃棄物の適切な処理・処
分の実施
原子力関連施設の廃止措置や原子力利用（以下、「廃止措置等」と
いう。）に伴って発生する廃棄物には、放射性物質に全く汚染されて
いないものから、一定程度汚染されているものまで様々なものがあ
る。汚染の程度によって、適用される規制が異なる とともに、法律上
の扱いも異なることから、こうした廃棄物の処分に当たっては、合理
的な対応を行う必要がある。なお、以下の①から③については、発
生する量が多く、 また体積も大きいことから、特に合理的な対応を
進めていくことが求められる。

④相互理解に基づく実施の原則
放射性廃棄物の処理・処分への国民理解の醸成の前提として、国
民や地元への正確な情報の公開が必要である。まずは、発生者が
、国民の様々な疑問や関心に応えられるように、必要な情報の作
成・整備と公開に努めるとともに、国民や地元とのコミュニケーショ
ンを図る必要がある。それぞれに対応したコミュニケーションと情報
の公開等によって理解の醸成に向けた取組を進めることが、相互理
解を深めるために必要である。

①放射性物質によって汚染されていない廃棄物
廃止措置等では、建物の解体に伴い、コンクリートや鉄筋等の資材
等で放射性物質によって汚染されていない廃棄物が多量に発生す
る。これらの物については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉
の規制に関する法律（以下、「原子炉等規制法」 という。）の対象で
はないため、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の特
定建設資材廃棄物に該当するものは再資源化等実施義務の対象と
なり、それ以外の廃棄物についても再資源化等が可能なものは再
資源化等を行い、廃棄すべきものは適切に処分する等、合理的な
対応を行う必要がある。

②放射性物質に汚染されたものとして扱う必要のない廃棄物（クリ
アランス物）
廃止措置等で発生する金属等の廃棄物で、その放射能の測定・評
価の実施及びその結果に基づく適切な分類により、放射能濃度が
基準値以下のものとして放射線防護規制の対象から除外されたも
の（いわゆる「クリアランス物」という）の再利用を進めることは、廃止
措置の円滑化や資源の有効活用の観点から望ましい。今後、国内
での廃止措置が本格化することを踏まえると、更なる再利用先の拡
大を推進するとともに、クリアランス制度の社会定着に向けた取組を
加速することが期待される。

③廃止措置等で発生する大型機器
今後廃止措置等が進むにつれ、多くの大型機器の処理が必要とな
る。国内に専用の処理施設･設備が無い大型機器については、豊富
な経験のある海外の良好事例を参考として、当面は海外事業者へ
の委託処理等の選択肢を増やし円滑な廃止措置を推進するため、
速やかに国として必要な制度の運用見直しを進めることが必要であ
る。

低レベル放射性廃棄物等の処理･処分に関する考え方について（見解）（令和３年１２月２８日原子力委員会）②
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（３）低レベル放射性廃棄物のリスクに応じた適切な区分ごとの処分
場の確保
これまでの原子力利用に伴って発生した低レベル放射性廃棄物の
一部と今後本格化する原子力関連施設の廃止措置に伴って発生
する低レベル放射性廃棄物については、処分する場所が具体的に
なっていない。このため、発生者責任の原則の下、発生する低レベ
ル放射性廃棄物のリスクに応じた適切な区分ごとに、発生者が処分
場の確保のための取組を着実に進める必要がある。

（４）放射性廃棄物処分に関する知識継承、技術開発及び人材育成
原子力関連施設の廃止措置や放射性廃棄物の処理・処分は長期
間を要する事業である。国内外の処分事業等で得られた経験と知
識を体系的にとりまとめ、後の世代に継承するとともに、廃炉等を
安全かつ円滑に進めるために必要となる技術開発や処分事業等
に係る人材を育成する必要がある。また、国はそのために適切な政
策的措置を講ずる必要がある。

（５）計画的な処理・処分の実施（低レベル放射性廃棄物の保有量と
将来の発生見込量の把握）
廃止措置等に伴い発生する低レベル放射性廃棄物を計画的に処
理・処分していくためには、まず各発生者において必要なタイミング
で低レベル放射性廃棄物のリスクに応じた適切な区分ごとに低レ
ベル放射性廃棄物の保有量及び将来の発生見込量を把握するこ
とが、国民の理解を得るためにも必要である。我が国では、各発生
者は原子炉等規制法や放射性同位元素等の規制に関する法律 （
以下、「放射性同位元素等規制法」という。）等に基づき、各施設か
ら発生した放射性廃棄物の保有量や将来の発生見込量を国に報
告している。また、国は、廃棄物等合同条約に基づき、３年に一度、
条約の義務の履行状況についての報告書を同条約事務局に提出
している。

５．その他（発生源別廃棄物に関する課題）

（１）研究開発関連廃棄物
①研究開発施設の廃止措置新型転換炉「ふげん」や高速原型炉
「もんじゅ」、茨城県東海村の再処理施設を始めとする核燃料サイ
クル施設等の研究開発に用いられた施設の廃止措置と発生する
廃棄物の処理・処分について安全性を確保しつつ着実に進めるた
めには、そのための予算を長期的、安定的に確保する必要がある
。これらの研究開発は国の機関である原子力機構によって行われ
ており、予算の確保や進捗管理は国の責任である。

②研究施設等廃棄物処分事業に関わる保管施設の確保と維持
研究施設等廃棄物の保管量は年々増加している。将来的に保管
量が施設等の保管能力を超えると、新たな研究開発活動や老朽
化施設の解体作業等に支障をきたす可能性がある。研究施設等
廃棄物の処分事業は着実に進めていくことが必要であるが、現状
において、低レベル放射性廃棄物の処分の実施までには相当の時
間を要するため、それまでの間、発生者責任の原則の下、当該廃
棄物を安全に保管する施設の確保や維持が必要である。

低レベル放射性廃棄物の合理的な処理・処分を進めていくために
は、各発生者が把握している低レベル放射性廃棄物の保有量や将
来の発生見込量を基に、国が我が国全体での低レベル放射性廃
棄物の保有量や将来の発生見込量を把握することによって全体的
な進捗管理を行うとともに、発生者をはじめとする関係者間での情
報共有や連携を図り、その後の処理・処分に向けた各事業者等の
取組の促進につなげていくことが必要である。

低レベル放射性廃棄物等の処理･処分に関する考え方について（見解）（令和３年１２月２８日原子力委員会）③
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（２）放射性同位元素等規制法関連廃棄物
平成 29 年４月の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関
する法律（現在の法律名は、放射性同位元素等規制法。）の改正に
より、研究機関や大学等で保管されている同法の規制下の放射性
同位元素又は放射性汚染物について、同法の許可届出使平成29 

年４月の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
（現在の法律名は、放射性同位元素等規制法。）の改正により、研
究機関や大学等で保管されている同法の規制下の放射性同位元
素又は放射性汚染物について、同法の許可届出使用者及び許可
廃棄業者が原子炉等規制法の廃棄事業者に廃棄を委託した場合、
原子炉等規制法の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された
物とみなすこととし、放射性同位元素等規制法由来の放射性廃棄
物の規制についても原子炉等規制法の下で一元的に実施可能とし
た。一方、放射性同位元素等規制法関連廃棄物は、半減期の短い
ものも多いため、発生者責任の原則の下、一定期間減衰保管を行
い、放射能濃度が公衆の健康に影響を与えないレベルまで下がっ
た後処分する等、合理的な処分を進めることも必要である。

低レベル放射性廃棄物等の処理･処分に関する考え方について（見解）（令和３年１２月２８日原子力委員会）④
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